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附
属
書
十
（
第
十
一
章
関
係
）

ぶ
ど
う
酒
及
び
蒸
留
酒
の
地
理
的
表
示

１

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
蒸
留
酒
で
あ
る
壱
岐
、
球
磨
、
琉
球
及
び
薩
摩

２

ペ
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
ペ
ル
ー
の
法
令
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
蒸
留
酒
で
あ
る
ピ
ス
コ
・
ペ
ル
ー


